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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 機器本体内に形成された、前記機器本体の外表面に臨む開口を有する収容部と、
 本体部と該本体部の端面から突出した第２のコネクタとを有する記録媒体が備える前記
第２のコネクタに装脱自在であって、前記収容部の壁面に臨むよう前記機器本体内に設け
られた第１のコネクタと、
 前記収容部内に設けられた、前記第２のコネクタが前記第１のコネクタに装着された状
態において、前記第１のコネクタと前記本体部の前記端面との間に嵌入する壁部を有する
とともに、前記収容部内において前記第１のコネクタに対する前記第２のコネクタの装脱
方向における脱却方向に移動された際、前記壁部が前記端面に当接して移動することによ
り、前記第１のコネクタから前記第２のコネクタを脱却する記録媒体リムーバと、
 を具備し、
 前記収容部は、前記第１のコネクタに対する前記第２のコネクタの装脱に関わらず、前
記記録媒体全体を収容することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
  前記記録媒体リムーバは、前記記録媒体よりも、前記装脱方向に長く形成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の電子機器
【請求項３】
  前記記録媒体リムーバの前記壁部に、前記記録媒体の前記第２のコネクタが挿通可能な
溝が形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の電子機器。
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【請求項４】
  前記脱却の際の前記収容部内における前記脱却方向への前記記録媒体リムーバのストロ
ークは、前記第１のコネクタに対する前記第２のコネクタの装着ストロークと略同等に設
定されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項５】
  前記機器本体の前記外表面に、前記開口に対して開閉自在であるともに前記開口に閉成
された際、前記収容部を水密的に塞ぐ蓋体が設けられていることを特徴とする請求項１～
４のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
  前記機器本体の前記外表面にハンドルが設けられており、
  前記蓋体は、開成後、前記ハンドルに当接することにより、最大開成角度が規定される
ことを特徴とする請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
  前記収容部内に、さらに前記機器本体に対し電力を供給するバッテリが設けられている
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器本体内の収容部内において、記録媒体を装脱する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器において、該電子機器の内部に形成されたコネクタに対し、データ保存
用の記録媒体が装脱自在な構成が周知である。尚、記録媒体としては、ＳＤカード（登録
商標）、コンパクトフラッシュ（登録商標）、スマートメディア（登録商標）等の薄型の
ものが挙げられる。
【０００３】
　ここで、記録媒体において、上述した各種薄型の記録媒体を採用すれば、電子機器にお
ける記録媒体の収容室の容積を小さくできることから、電子機器を小型化することができ
るといった利点があるが、電子機器から記録媒体に記録したデータを、ＰＣに取り込む際
、ＰＣに、別途記録媒体を読み込むカードリーダを用意しなければならず、ユーザにとっ
て負担が大きくなるといった欠点があった。また、薄型の記録媒体は、非常に小さいため
、紛失しやすい他、衝撃が付与されることにより、内部データが破損しやすいといった欠
点もあった。
【０００４】
　ところで、今日、ユーザが使用しているＰＣのほとんどには、４端子のＵＳＢコネクタ
が標準装備されている。よって、記録媒体の利便性を向上させるため、ＵＳＢコネクタに
装着できるスティック状の記録媒体、例えばＵＳＢメモリを、電子機器に接続できる構成
が望まれていた。ＵＳＢメモリは、薄型の記録媒体よりは大きいことから紛失し難く、ま
た、耐衝撃性に優れているといった利点がある。
【０００５】
　ところが、通常、ＵＳＢメモリは、電子機器の外表面のＵＳＢコネクタに対し装脱する
構成であることから、電子機器の外表面のＵＳＢコネクタにＵＳＢメモリを装着すると、
電子機器の外表面からＵＳＢメモリが突出して位置してしまい、該突出したＵＳＢメモリ
が機器使用の際に邪魔になってしまうといった問題があった。
【０００６】
　このような問題に鑑み、特許文献１には、電子機器であるデジタルカメラ（以下、単に
カメラと称す）の内部に、カメラ外部から、スティック状のＵＳＢメモリ全体が収容可能
なメモリ収容室を設け、該収容室にＵＳＢメモリが装着されるＵＳＢコネクタが設けられ
た構成が開示されている。尚、メモリ収容室にカメラ外部からＵＳＢメモリが収容された
後は、メモリ収容室は、蓋体によって水密的に塞がれる構成を有している。



(3) JP 5186354 B2 2013.4.17

10

20

30

40

50

【０００７】
　また、特許文献１には、カメラ外表面におけるメモリ収容室に対向する部位に、メモリ
収容室に突出したスライダが設けられていることにより、スライダがスライドされること
によって、収容室からＵＳＢメモリをカメラ外部に脱却する構成が開示されている。
【０００８】
　このような構成によれば、ＵＳＢメモリは、カメラ本体内に収容されることから、ＵＳ
Ｂメモリがカメラ外表面から突出して位置してしまうことがない。
【特許文献１】特開２００５－１９７９０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、携帯用の電子機器の場合、電子機器には、電力供給用のバッテリが設けられ
ているのが一般的である。バッテリは、通常、電子機器に設けられたバッテリ収容室に収
容された後、該バッテリ収容室を水密的に塞ぐ蓋によって、電子機器内に配置される。
【００１０】
　よって、特許文献１に開示されたように、電子機器に、バッテリ収容室とは別にメモリ
収容室を設けると、防水箇所が２箇所になることから、製造コストが高くなってしまうと
いった問題があった。
【００１１】
　このような事情に鑑み、電子機器に、バッテリ収容室を兼ねたメモリ収容室を１つ形成
する構造も考えられる。この場合、ＵＳＢメモリは、１つの収容室内に外部から収容され
た後、該収容室内において装脱される。即ち、コネクタに対し装着後及び脱却後もＵＳＢ
メモリは、収容室内に位置する。
【００１２】
　しかしながら、このような構造においては、電子機器の省スペース化を図ると、電子機
器において形成できる収容室の大きさは限られてしまうことから、コネクタに対しＵＳＢ
メモリを装着することができても、指の太いユーザにとっては、コネクタからＵＳＢメモ
リを脱却するのが難しいといった問題があった。
【００１３】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、記録媒体を装置内において、省スペ
ースな構造で容易に脱却することのできる電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
 上記目的を達成するために本発明による電子機器は、機器本体内に形成された、前記機
器本体の外表面に臨む開口を有する収容部と、本体部と該本体部の端面から突出した第２
のコネクタとを有する記録媒体が備える前記第２のコネクタに装脱自在であって、前記収
容部の壁面に臨むよう前記機器本体内に設けられた第１のコネクタと、前記収容部内に設
けられた、前記第２のコネクタが前記第１のコネクタに装着された状態において、前記第
１のコネクタと前記本体部の前記端面との間に嵌入する壁部を有するとともに、前記収容
部内において前記第１のコネクタに対する前記第２のコネクタの装脱方向における脱却方
向に移動された際、前記壁部が前記端面に当接して移動することにより、前記第１のコネ
クタから前記第２のコネクタを脱却する記録媒体リムーバと、を具備し、前記収容部は、
前記第１のコネクタに対する前記第２のコネクタの装脱に関わらず、前記記録媒体全体を
収容することを特徴とする。
　                                                                      
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、記録媒体を装置内において、省スペースな構造で容易に脱却すること
のできる電子機器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、以下、電子機器は、携帯性
に優れたショルダ式の工業用の内視鏡装置を例に挙げて説明する。
【００１７】
　図１は、本実施の形態を示す内視鏡装置の斜視図、図２は、図１の装置本体を厚み方向
の背面側からみた斜視図、図３は、図２の装置本体の背面に設けられた蓋体が開成されて
、収容部が露出されている状態を、一部を拡大して示す背面図、図４は、図３の第１のコ
ネクタから記録媒体リムーバによりＵＳＢメモリの第２のコネクタが脱却された状態を示
す背面図、図５は、図３の記録媒体リムーバをＵＳＢメモリとともに拡大して示す斜視図
、図６は、図５中の記録媒体リムーバ及びＵＳＢメモリをVIの方向からみた側面図である
。
【００１８】
　図１に示すように、電子機器である内視鏡装置１００は、内視鏡１と、該内視鏡１に接
続された機器本体である装置本体５０と、内視鏡用アダプタ（以下、単にアダプタと称す
）１０とにより主要部が構成されている。
【００１９】
　内視鏡１は、細長で可撓性を有する挿入部２と、該挿入部２の挿入方向Ｆの後端側に接
続された操作部３と、該操作部３から延出された可撓性を有するユニバーサルコード４と
により主要部が構成されている。
【００２０】
　挿入部２に、該挿入部２の挿入方向Ｆの先端側から順に、アダプタ１０が着脱自在な先
端部２ｓと、操作部３の湾曲操作レバー３ｗの湾曲操作により、例えば上下／左右方向に
湾曲される湾曲部２ｗと、可撓性部材にて形成された長尺な可撓管部２ｋとが連設されて
おり、可撓管部２ｋの後端部が操作部３に接続されている。
【００２１】
　また、先端部２ｓの内部には、被検部位を撮像する図示しないＣＣＤ等の撮像素子を具
備する撮像ユニットが設けられており、挿入部２内、操作部３内及びユニバーサルコード
４内には、撮像ユニットにおいて撮像された被検部位の像信号を、装置本体５０へと伝送
する図示しない撮像ラインが挿通されている。
【００２２】
　さらに、先端部２ｓの内部には、被検部位を照明するＬＥＤが設けられており、挿入部
２内、操作部３内及びユニバーサルコード４内には、ＬＥＤに電力を供給する電源ライン
が挿通されている。
【００２３】
　尚、先端部２ｓ内に、照明用レンズのみが設けられている場合には、挿入部２内、操作
部３内及びユニバーサルコード４内には、照明用レンズに照明光を供給するライトガイド
が挿通されている。
【００２４】
　操作部３に、湾曲部２ｗを湾曲動作させる湾曲操作レバー３ｗが少なくとも４方向に傾
倒自在となるよう直立して配設されている。
【００２５】
　湾曲操作レバー３ｗは、操作者により傾倒方向が変化されることによって、湾曲部２ｗ
を上下／左右の４方向の内、いずれかの方向に、挿入部２内に挿通された図示しない湾曲
操作ワイヤを介して湾曲動作させる。
【００２６】
　尚、操作部３には、湾曲操作レバー３ｗの他、例えば上述した撮像ユニットにおける各
種撮像動作を指示する各種スイッチ（不図示）が配設されている。
【００２７】
　操作部３から延出したユニバーサルコード４の装置本体５０側の端部側は、装置本体５
０における外装筐体５１の側面５１ｓにおいて、後述するモニタ５２よりも高さ方向Ｈの
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下部の位置から外装筐体５１の内部に進入して、該内部に固定されている。
【００２８】
　図１、図２に示すように、装置本体５０は、例えば箱状を有しており、例えばマグネシ
ウムダイキャストにより構成された外装筐体５１は、第１の部材５１ａと第２の部材５１
ｂとを、装置本体５０の厚み方向Ａに接合することにより構成されている。即ち、外装筐
体５１は、厚み方向Ａにおいて２分割自在に構成されている。
【００２９】
　外装筐体５１の第１の部材５１ａ及び第２の部材５１ｂにより覆われた内部に、画像処
理用のＣＰＵ等の電気部品（図示されず）や、先端部２ｓ内にＬＥＤが設けられている場
合、ＬＥＤに上述した電源ラインを介して電力を供給する図示しないバッテリユニット等
が配設されている。
【００３０】
　また、外装筐体５１の厚み方向Ａの前面５１ｆに、内視鏡１の撮像ユニットにより撮像
された内視鏡画像を表示するモニタ５２が設けられている。尚、モニタ５２は、内視鏡１
の操作部３に設けられていても構わない。
【００３１】
　また、外装筐体５１の厚み方向Ａ及び高さ方向Ｈに直交する幅方向Ｙにおける前面５１
ｆに隣接する両側面５１ｓに、装置本体５０の携帯性を向上させるとともに、装置本体５
０載置の際の脚部を兼ねるハンドル５３の各腕部５３ａの一端５３ａｔが、図３に示すよ
うに、回動自在に接続されている。各腕部５３ａの他端は、ハンドル５３の把持部５３ｔ
によって連結されている。
【００３２】
　また、図２、図３に示すように、装置本体５０における外装筐体５１の厚み方向Ａの前
面５１ｆに対向する外表面である背面５１ｒ側に、該背面５１ｒに臨む開口５１ｋを有す
る収容部３０が形成されている。
【００３３】
　尚、背面５１ｒに、開口５１ｋに対して開閉自在であるとともに、開口５１ｋに対し閉
成された際、収容部３０を水密的に塞ぐ蓋体２０が設けられている。尚、図３に示すよう
に、蓋体２０は、ハンドル５３の把持部５３ｔに当接することにより、最大開成角度が規
定されている。
【００３４】
　収容部３０は、図３に示すように、後述する記録媒体リムーバ６０及びＵＳＢメモリ７
０が収容されるメモリ収容部３０ａと、装置本体５０に対して電力を供給する図示しない
バッテリが収容されるバッテリ収容部３０ｂとにより主要部が構成されている。また、平
面視した状態において、収容部３０のメモリ収容部３０ａよりも高さ方向Ｈの上部側の領
域に、外装筐体５１内に設けられた部材９０の一部が張り出し位置している。
【００３５】
　また、図３に示すように、装置本体５０内に、メモリ収容部３０ａの壁面の一部、具体
的には、図３中、メモリ収容部３０ａの幅方向Ｙのユニバーサルコード４側の壁面３０ａ
ｔに臨むよう第１のコネクタ８０が設けられている。
【００３６】
　さらに、図３に示すように、メモリ収容部３０ａに対し、幅方向Ｙに沿って細長に形成
された記録媒体リムーバ（以下、単にリムーバと称す）６０が、装置本体５０外から開口
５１ｋを介して出し入れ自在に設けられているとともに、メモリ収容部３０ａに対し、幅
方向Ｙに沿って細長に形成された記録媒体である、例えば静止画、動画記録用のＵＳＢメ
モリ７０が、装置本体５０外から開口５１ｋを介して出し入れ自在に設けられている。
【００３７】
　詳しくは、ＵＳＢメモリ７０は、図３、図５に示すように、本体部７１と、該本体部７
１の端面７１ｓから突出した第１のコネクタ８０に装脱自在な第２のコネクタ７２とによ
り主要部が構成されている。
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【００３８】
　ＵＳＢメモリ７０は、図３、図４に示すように、メモリ収容部３０ａに収容されている
際は、第１のコネクタ８０に対する第２のコネクタ７２の装脱に関わらず、全体がメモリ
収容部３０ａに収容されるよう構成されている。
【００３９】
　また、リムーバ６０は、図５に示すように、内部に収容空間６０ｓを有する上部が開放
された箱状に形成されており、図３、図４に示すように、装置本体５０の幅方向Ｙに等し
い第１のコネクタ８０に対する第２のコネクタ７２の装脱方向Ｓにおいて、メモリ収容部
３０ａ内を、ストロークＳ１を以て移動自在となるよう、メモリ収容部３０ａ内に嵌入さ
れている。尚、ストロークＳ１は、第１のコネクタ８０に対する第２のコネクタ７２の装
着ストロークＳ２と略等しい（Ｓ１≒Ｓ２）または等しい（Ｓ１＝Ｓ２）。また、リムー
バ６０は、装置本体５０に対してストローク方向のみ移動可能として固定されていても良
い。
【００４０】
　さらに、図５に示すように、装脱方向Ｓにおいて、リムーバ６０の長さａ４は、ＵＳＢ
メモリ７０の長さａ３よりも長く形成されている（ａ４＞ａ３）とともに、メモリ収容部
３０ａよりも、装脱方向Ｓにおいて、ストロークＳ１だけ短く、省スペースに形成されて
いる。
【００４１】
　また、リムーバ６０は、図３～図５に示すように、装脱方向Ｓに端部に、第２のコネク
タ７２が第１のコネクタ８０に装着された状態において、第１のコネクタ８０と本体部７
１の端面７１ｓとの間に嵌入する壁部６１が起立して形成されている。
【００４２】
　尚、壁部６１の装脱方向Ｓにおける幅ａ１は、５ｍｍ以下となるよう形成されている。
これは、通常、第１のコネクタ８０に第２のコネクタ７２を装着した際、ＵＳＢメモリ７
０の本体部７１の端面７１ｓと第１のコネクタ８０との間の装脱方向Ｓにおける幅ａ２は
、３～４ｍｍとなっている場合が多いことから、幅ａ１が５ｍｍ以上に形成されていると
、壁部６１が、装脱方向Ｓにおいて、第１のコネクタ８０と本体部７１の端面７１ｓとの
間に嵌入できなくなってしまうためである。言い換えれば、無理に、第１のコネクタ８０
と端面７１ｓとの間に壁部６１を嵌入させてしまうと、第１のコネクタ８０に対して、第
２のコネクタ７２が完全に装着出来ず、未装着となってしまうためである。
【００４３】
　また、図６に示すように、壁部６１の上部に、第１のコネクタ８０に第２のコネクタ７
２が装着されている状態において、第２のコネクタ７２が挿通可能な溝６０ｍ２が形成さ
れている。
【００４４】
　尚、壁部６１に溝６０ｍ２が形成され、該溝６０ｍ２に第２のコネクタ７２のみが挿通
されるのは、市販されているＵＳＢメモリ７０の本体部７１の形状は様々であるが、第２
のコネクタ７２の形状は共通化されているため、溝６０ｍ２に第２のコネクタ７２のみ挿
通させる構成を有していると、市販されている複数種類のＵＳＢメモリ７０の脱却にリム
ーバ６０を対応させることができるためである。
【００４５】
　図５に示すように、第１のコネクタ８０に第２のコネクタ７２が装着されている状態に
おいては、ＵＳＢメモリ７０は、リムーバ６０の底面から離間して位置している。即ち、
本体部７１は、浮いた状態で位置している。
【００４６】
　よって、第１のコネクタ８０に第２のコネクタ７２が装着されている状態においては、
収容空間６０ｓにおけるＵＳＢメモリ７０よりも下方に、予備のＵＳＢメモリが収容され
ていたり、モニタ５２を払拭する布等の付属品が収容されていたりしても構わない。
【００４７】
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　壁部６１は、図３に示すように、第１のコネクタ８０に第２のコネクタ７２が装着され
ている状態において、リムーバ６０が、装脱方向Ｓにおいて、第１のコネクタ８０に対す
る第２のコネクタ７２の脱却方向ＳＤに、メモリ収容部３０ａ内において、ストロークＳ
１だけ移動された際、本体部７１の端面７１ｓに当接した状態で、図４に示すように、Ｕ
ＳＢメモリ７０とともに脱却方向ＳＤに移動することにより、ストロークＳ１が装着スト
ロークＳ２と略同じか同じであることを利用して、第１のコネクタ８０から第２のコネク
タ７２を脱却する。尚、脱却後のＵＳＢメモリ７０は、全体がリムーバ６０の収容空間６
０ｓ内に位置する。即ち、メモリ収容部３０ａ内に位置する。また、ＵＳＢメモリ７０は
、完全に脱却されずに、第１のコネクタ８０と第２のコネクタ７２がわずかに嵌合してい
てもよい。
【００４８】
　また、リムーバ６０の側面には、図５に示すように、メモリ収容部３０ａにリムーバ６
０が収容されている状態においても、バッテリ収容部３０ｂからバッテリが作業者によっ
て取り出しやすくなるよう、溝６０ｍ１が形成されている。
【００４９】
　次に、本実施の形態の作用について、簡単に説明する。  
　先ず、メモリ収容部３０ａ内において第１のコネクタ８０に第２のコネクタ７２が装着
されているＵＳＢメモリ７０を脱却する際には、作業者は、図３に示すように、蓋体２０
を開成する。
【００５０】
　その後、作業者は、開口５１ｋを介して、図４に示すように、リムーバ６０を、指で装
脱方向Ｓの脱却方向ＳＤに、ストロークＳ１だけ移動させる。その後、リムーバ６０の壁
部６１がＵＳＢメモリ７０の本体部７１の端面７１ｓに当接することにより、壁部６１は
、該当接した状態で、ＵＳＢメモリ７０を、ストロークＳ１だけ脱却方向ＳＤに移動させ
る。
【００５１】
　その結果、第１のコネクタ８０から第２のコネクタ７２が脱却され、ＵＳＢメモリ７０
は、リムーバ６０の収容空間６０ｓ内に嵌入する。尚、ＵＳＢメモリ７０は、完全に脱却
されずに、第１のコネクタ８０と第２のコネクタ７２がわずかに嵌合していてもよい。
【００５２】
　最後に、作業者は、収容空間６０ｓから脱却されたＵＳＢメモリ７０を、開口５１ｋを
介して、装置本体５０外に取り出すか、リムーバ６０ごと、開口５１ｋを介して装置本体
５０外に取り出す。
【００５３】
　このように、本実施の形態においては、装置本体５０内における収容部３０のメモリ収
容部３０ａ内において、第１のコネクタ８０に対し、第２のコネクタ７２が装着されてい
るＵＳＢメモリ７０を脱却する際、第１のコネクタ８０とＵＳＢメモリ７０の本体部７１
の端面７１ｓとの間に嵌入する壁部６１を有するリムーバ６０を、メモリ収容部３０ａ内
において、装脱方向Ｓにおける脱却方向ＳＤに、ストロークＳ１だけ移動させることによ
って、壁部６１が端面７１ｓに当接しながら、脱却方向ＳＤに移動することにより、第１
のコネクタ８０から第２のコネクタ７２を脱却すると示した。
【００５４】
　このことによれば、作業者は、第１のコネクタ８０に第２のコネクタ７２が装着されて
いる状態において、リムーバ６０を、装脱方向Ｓにおける脱却方向ＳＤにストロークＳ１
のみ移動させることにより、第１のコネクタ８０から第２のコネクタ７２を脱却すること
ができる。
【００５５】
　以上から、ＵＳＢメモリ７０を装置本体５０内において、省スペースな構造で容易に脱
却することのできる内視鏡装置１００を提供することができる。
【００５６】
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　尚、以下、変形例を示す。  
　本実施の形態においては、電子機器には、携帯性に優れたショルダ式の工業用の内視鏡
装置を例に挙げて説明したが、ＵＳＢメモリが装脱可能などのような電子機器に対して、
本構成を適用しても本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００５７】
　また、記録媒体は、ＵＳＢメモリを例に挙げて示したが、ＵＳＢメモリに限定されない
ことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本実施の形態を示す内視鏡装置の斜視図。
【図２】図１の装置本体を厚み方向の背面側からみた斜視図。
【図３】図２の装置本体の背面に設けられた蓋体が開成されて、収容部が露出されている
状態を、一部を拡大して示す背面図。
【図４】図３の第１のコネクタから記録媒体リムーバによりＵＳＢメモリの第２のコネク
タが脱却された状態を示す背面図。
【図５】図３の記録媒体リムーバをＵＳＢメモリとともに拡大して示す斜視図。
【図６】図５中の記録媒体リムーバ及びＵＳＢメモリをVIの方向からみた側面図。
【符号の説明】
【００５９】
　２０…蓋体
　３０…収容部
　３０ａｔ…壁面
　５０…装置本体（機器本体）
　５１ｋ…開口
　５１ｒ…背面（外表面）
　５３…ハンドル
　６０…リムーバ（記録媒体リムーバ）
　６０ｍ２…溝
　６１…壁部
　７０…ＵＳＢメモリ（記録媒体）
　７１…本体部
　７１ｓ…端面
　７２…第２のコネクタ
　８０…第１のコネクタ
　１００…内視鏡装置（電子機器）
　ａ１…壁部の幅
　ＳＤ…脱却方向
　Ｓ１…ストローク
　Ｓ２…装着ストローク



(9) JP 5186354 B2 2013.4.17

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 5186354 B2 2013.4.17

【図５】

【図６】



(11) JP 5186354 B2 2013.4.17

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０６Ｋ  17/00     (2006.01)           Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｃ          　　　　　

(56)参考文献  特開２００３－０４５５６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１９７９０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０４０１０３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｒ　　１３／６３３　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　１／００
              Ｇ０６Ｆ　　　３／００　　　　
              Ｇ０６Ｋ　　１７／００　　　　
              Ｈ０１Ｒ　　１２／７１　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

